
 

               

 

 

高槻市への応急危険度判定士派遣について 
 

 

平成３０年６月１８日の大阪府北部を震源とする地震に関し、和歌山県から高槻市へ

の応急危険度判定士派遣の要請があり、次のとおり、和歌山市職員を応急危険度判定士

として派遣します。 

 

 

  １．派遣期間：平成３０年６月２５日（月）～６月２７日（水） 

 

  ２．派遣人数：応急危険度判定士 ４人 

※１チーム（２人）×３日間 

          

  ３．派遣場所：高槻市（高槻市役所参集） 

 

  ４．活動内容：地震により被災した建築物の調査、及び余震などによる倒壊の 

危険性の判断等。 
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